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（提案説明） 

地方公務員法の一部改正により、定年前再任用短時間勤務制が導入されることに伴い、規定

を整備する必要があるため、本案を提出する。 
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幼稚園教育職員の管理職手当に関する規則の一部を改正する規則 

 幼稚園教育職員の管理職手当に関する規則（平成１２年３月世田谷区教育委員会規

則第１４号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第１項に後段として次のように加える。 

  この場合において、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２２条の４第

１項又は第２２条の５第１項の規定により採用された職員であって、同法第２２条

の４第１項に規定する短時間勤務の職を占めるもの（以下「定年前再任用短時間勤

務職員」という。）の管理職手当の額は、同表に定める定年前再任用短時間勤務職

員に係る管理職手当の額に、幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条

例（平成１２年３月世田谷区条例第２１号。以下「勤務時間条例」という。）第３

条第３項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時

間で除して得た数を乗じて得た額（その額に１円未満の端数があるときは、その端

数を切り捨てた額）とする。 

 第２条第２項中「幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例（平成１

２年３月世田谷区条例第２１号。以下「勤務時間条例」という。）」を「勤務時間条

例」に改め、同条第３項を削る。 

 附則を附則第１項とし、同項に見出しとして「（施行期日）」を付し、附則に次の

２項を加える。 

（経過措置） 

２ 当分の間、条例附則第７条第１項の規定の適用を受ける職員の管理職手当の額は、 

別表に定める額に１００分の７０を乗じて得た額（その額に、５０円未満の端数を

生じたときはこれを切り捨て、５０円以上１００円未満の端数を生じたときはこれ

を１００円に切り上げるものとする。）とする。 

３ 当分の間、前項の規定の適用を受ける職員に対する第２条第２項の規定の適用に

ついては、同項中「同項」とあるのは、「附則第２項」とする。 

 別表備考以外の部分中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、

同表備考を削る。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和５年４月１日から施行する。 
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（経過措置） 

２ 地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第６３号。以下「令和３年改

正法」という。）附則第４条第１項若しくは第２項又は第５条第１項若しくは第３

項の規定により採用された職員の管理職手当の額は、その者がこの規則による改正

後の幼稚園教育職員の管理職手当に関する規則（以下「改正後の規則」という。）

第２条第１項に規定する定年前再任用短時間勤務職員（以下「定年前再任用短時間

勤務職員」という。）であるものとした場合に適用される改正後の規則別表に定め

る額とする。 

３ 令和３年改正法附則第６条第１項若しくは第２項又は第７条第１項若しくは第３

項の規定により採用された職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正

後の規則第２条第１項及び別表の規定を適用する。 
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幼稚園教育職員の管理職手当に関する規則の一部を改正する規則新旧対照表 

 

改正後 改正前 

○幼稚園教育職員の管理職手当に関する規則 ○幼稚園教育職員の管理職手当に関する規則 

平成12年３月31日世教委規則第14号 平成12年３月31日世教委規則第14号

（範囲及び額） （範囲及び額） 

第２条 管理職手当の支給を受ける者の範囲及び額は、別表に定める

とおりとする。この場合において、地方公務員法（昭和25年法律第

261号）第22条の４第１項又は第22条の５第１項の規定により採用さ

れた職員であって、同法第22条の４第１項に規定する短時間勤務の

職を占めるもの（以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。）

の管理職手当の額は、同表に定める定年前再任用短時間勤務職員に

係る管理職手当の額に、幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等

に関する条例（平成12年３月世田谷区条例第21号。以下「勤務時間

条例」という。）第３条第３項の規定により定められたその者の勤

務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得

た額（その額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨て

た額）とする。 

第２条 管理職手当の支給を受ける者の範囲及び額は、別表に定める

とおりとする。 

２ 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第110号）第

10条第３項の規定により同条第１項に規定する育児短時間勤務の承

認を受けた職員（同法第17条の規定による短時間勤務をすることと

なった職員を含む。）の管理職手当の額は、前項の規定にかかわら

ず、同項の規定による管理職手当の額に、勤務時間条例第３条第２

項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第１項に規定す

る勤務時間で除して得た数を乗じて得た額（その額に１円未満の端

数があるときは、その端数を切り捨てた額）とする。 

２ 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第110号）第

10条第３項の規定により同条第１項に規定する育児短時間勤務の承

認を受けた職員（同法第17条の規定による短時間勤務をすることと

なった職員を含む。）の管理職手当の額は、前項の規定にかかわら

ず、同項の規定による管理職手当の額に、幼稚園教育職員の勤務時

間、休日、休暇等に関する条例（平成12年３月世田谷区条例第21号。

以下「勤務時間条例」という。）第３条第２項の規定により定めら

れたその者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得

た数を乗じて得た額（その額に１円未満の端数があるときは、その

端数を切り捨てた額）とする。 

 ３ 地方公務員法（昭和25年法律第261号。以下「法」という。）第28
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改正後 改正前 

条の５第１項又は第28条の６第２項に規定する短時間勤務の職を占

める職員の管理職手当の額は、第１項の規定にかかわらず、同項の

規定による管理職手当の額に、勤務時間条例第３条第３項の規定に

より定められたその者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間

で除して得た数を乗じて得た額（その額に１円未満の端数があると

きは、その端数を切り捨てた額）とする。 

附 則 附 則 

（施行期日）  

１ この規則は、平成12年４月１日から施行する。  この規則は、平成12年４月１日から施行する。 

 （経過措置）  

２ 当分の間、条例附則第７条第１項の規定の適用を受ける職員の管

理職手当の額は、別表に定める額に100分の70を乗じて得た額（その

額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100

円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとす

る。）とする。 

 

３ 当分の間、前項の規定の適用を受ける職員に対する第２条第２項

の規定の適用については、同項中「同項」とあるのは、「附則第２

項」とする。 

 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

 

支給範囲 

支給額   

支給範囲 

支給額  

 定年前再任用短時間勤務

職員以外の職員 

定年前再任用短時間勤務

職員 

  
再任用職員以外の職員 再任用職員 

 

 園長 89,600円 70,800円  園長 89,600円 70,800円 

 副園長 64,700円 41,900円  副園長 64,700円 41,900円 

 備考 再任用職員とは、法第28条の４第１項、第28条の５第１項又

は第28条の６第１項若しくは第２項の規定により採用された職

員をいう。 

附 則（令和４年 月 日世教委規則第 号）  
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改正後 改正前 

（施行期日）  

１ この規則は、令和５年４月１日から施行する。  

（経過措置）  

２ 地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第63号。以

下「令和３年改正法」という。）附則第４条第１項若しくは第

２項又は第５条第１項若しくは第３項の規定により採用された

職員の管理職手当の額は、その者がこの規則による改正後の幼

稚園教育職員の管理職手当に関する規則（以下「改正後の規則」

という。）第２条第１項に規定する定年前再任用短時間勤務職

員（以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。）であるも

のとした場合に適用される改正後の規則別表に定める額とす

る。 

 

３ 令和３年改正法附則第６条第１項若しくは第２項又は第７条第

１項若しくは第３項の規定により採用された職員は、定年前再

任用短時間勤務職員とみなして、改正後の規則第２条第１項及

び別表の規定を適用する。 
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